
南 相 馬 市 条 例 第  号

南 相 馬 市 み ん な の 遊 び 場 条 例

(設 置 )

第 1条  地 方 自治 法 (昭 和 22年 法 律 第 67号 )第 244条 第 1項
の 規 定 に 基 づ き 、 屋 内 に お け る 子 ど も の 遊 び 場 を 提 供 し、 子 ど も

の 健 全 な 育 成 を 図 る こ と を 目的 と して 、 南 相 馬 市 み ん な の 遊 び 場
°  (以 下 「遊 び 場 」 とい う。 )を 設 置 す る。

v   (名 称 及 び 位 置 )

第 2条  遊 び 場 の名 称 及 び 位 置 は 、 次 の とお り とす る。

名 称  南 相 馬 み ん な の 遊 び 場

位 置  南 相 馬 市 鹿 島 区鹿 島 字 広 町 13番 地

(休 館 日等 )

第 3条  遊 び 場 の 体 館 日及 び 開 館 時 間 は 、 次 の とお りと す る。 た だ

し、 市 長 が 必 要 と認 め る と き は 、 こ の 限 りで は な い 。

(1)休 館 日 水 曜 日、 1月 1日 か ら 1月 3日 ま で 及 び ■ 2月 29
日か ら 12月 31日 ま で

12)開 館 時 間  午 前 9時 か ら午 後 4時 30分 ま で

(使 用 者 の 範 囲 )

v  第 4条  遊 び 場 を使 用 す る こ とが で き る者 (以 下 「使 用 者 」 とい

う。 )は 、次 の各 号 の いずれ か に該 当す るもの とす る。

(1)小 学 生 以 下 の者 及 び そ の保 護 者

12)そ の他 市長 が適 当 と認 め る者

(使 用料 )

第 5条  遊 び場 の使 用 料 は、無料 とす る。

(使 用 の制 限 )

第 6条  市 長 は、次 の各 号 のいず れ か に該 当す る と認 め る ときは、

遊 び場 の使 用 を禁 止 し、退 去 を命 じ、又 は入 場 の禁止 を命 じる こ

とが で き る。

ほ)公 の秩 序 又 は風 俗 を乱 す お それ が あ る とき。

12)施 設 又 は設備器 具 を損 傷す るお それ が あ る とき。
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131 そ の 他 管 理 上 支 障 が あ る と き。

(使 用 者 の 遵 守 事 項 )

第 7条  使 用 者 は 、 次 に 掲 げ る事 項 を守 ら な け れ ば な ら な い 。

(1)施 設 、 設 備 等 を 滅 失 し、 損 傷 し、 又 は 汚 損 しな い こ と。

121 館 内 で 喫 煙 し、 飲 食 し、 又 は 火 気 を 使 用 しな い こ と。

131 ご み そ の 他 の 汚 物 を 捨 て る 等 不 衛 生 な 行 為 を しな い こ と。

14)危 険 な 遊 戯 を し、 又 は 公 衆 の 使 用 に 支 障 あ る行 為 を しな い こ

と。

151 他 人 に 危 害 又 は 迷 惑 を 及 ぼ す お そ れ の あ る物 品 を 持 ち 込 ま な     ‐

い こ と。

(6)動 物 を 持 ち 込 ま な い こ と。

17)物 品 の 販 売 そ の 他 これ に類 す る行 為 を し な い こ と。       v
181 秩 序 及 び 風 紀 を 乱 さ な い こ と。

(91 そ の 他 職 員 の 指 示 に 従 う こ と。

2 市 長 は 、 前 項 各 号 の 規 定 に違 反 して い る者 に 対 して は 、 そ の 行

動 の 中止 、 又 は 退 去 を命 じ る こ とが で き る。

(損 害 賠 償 )

第 8条  遊 び 場 の 施 設 、 設 備 等 を 滅 失 し、 損 傷 し、 又 は 汚 損 した 者

は 、 そ の 損 害 を 賠 償 し、 又 は これ を原 状 に 回 復 しな け れ ば な らな

い 。 た だ し、 市 長 が 特 別 な 事 情 が あ る と認 め る と き は 、 こ の 限 り

で は な い 。

(委 任 )

第 9条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に   v
定 め る。

(過 料 )

第 10条  第 6条 又 は 第 7条 第 2項 の 規 定 に よ る市 長 の 命 令 に 違 反     ‐

した 者 は 、 5万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る。                ,

/  附  則
/ 

こ の 条 例 の 施 行 期 日は 、 公 布 の 日か ら起 算 し て 3月 を 超 え な い 範

囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る。
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